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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第71期

第３四半期
累計期間

第72期
第３四半期
累計期間

第71期

会計期間

自2020年
12月１日
至2021年
８月31日

自2021年
12月１日
至2022年
８月31日

自2020年
12月１日
至2021年
11月30日

売上高 （千円） 6,745,720 7,428,919 8,755,254

経常利益 （千円） 605,917 663,136 558,482

四半期（当期）純利益 （千円） 386,113 427,156 344,031

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 819,965 819,965 819,965

発行済株式総数 （株） 1,057,980 1,057,980 1,057,980

純資産額 （千円） 3,727,841 4,083,372 3,686,096

総資産額 （千円） 7,580,509 8,070,147 8,281,208

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 447.58 493.26 398.71

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 25 25 50

自己資本比率 （％） 49.2 50.6 44.5
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回次
第71期

第３四半期
会計期間

第72期
第３四半期
会計期間

会計期間

自2021年
６月１日
至2021年
８月31日

自2022年
６月１日
至2022年
８月31日

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）
（円） △41.84 128.37

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首か

ら適用しており、当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当

該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

３．持分法を適用した場合の投資利益は、四半期財務諸表等規則第12条の規定により、関連会社の損益等に重要

性が乏しいため記載を省略しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

 

２【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　当社は、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行い、これらに関連する
測量、建設計画、設計等の業務および工事を主な事業としております。事業内容の性質上、人が密集する等、一般的
に新型コロナウイルス感染症の影響を受けると考えられる事柄との関係性は低い事業であり、現時点では着工中案件
の中断等はありません。当社では、当社社員をはじめとする関係者の安全を最優先とする方針のもと、在宅勤務・時
差通勤等を推奨し、予防や拡大防止に対して適切な管理体制を構築して対応しております。
　ただし、今後新型コロナウイルス感染症の影響が長期に渡る場合などには、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性
があります。
 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 経営成績の分析

①経営成績の概況

当第３四半期累計期間（2021年12月1日～2022年８月31日）におけるわが国経済は、年初からのコロナ変異株の

急速な拡大に加え、２月24日ロシアによるウクライナ侵攻から政情不安も急速に拡がりました。その後急激な原油

高騰、米国のたび重なる金融引締めから急速に円安が進み、食料品価格の急激な値上げなどもあり本邦個人消費の

動向など経済の動向に不透明感がさらに増しつつあります。

こうした中で、当社を取り巻く建設コンサルタントおよび地質調査業界におきましては、国が策定した「防災・

減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」の施行により、国内公共事業を取り巻く環境はおおむね堅調に推移

するものと予想されます。

当社は事業内容の性質上、一般的に新型コロナウイルス感染症の影響を受けると考えられる事柄との関係性は低

い事業であり、現時点では着工中案件の中断等は無いものの、当社社員をはじめとする関係者の安全を最優先とす

る方針のもと在宅勤務・時差通勤、会議等のＷＥＢ化等の奨励や業務中のマスク着用徹底など予防や拡大防止に対

して適切な管理体制を継続しすでに乗軌化しております。

こうした状況の中、当社はコア技術を活かした点検、診断、維持対策工法検討など予防保全業務に注力するとと

もに、地質リスクに対応した保有・先端技術を活かした提案力をもって、震災等の復興と国土強靭化推進業務をは

じめとする自然災害・防災関連等の業務、道路・下水道維持管理をはじめとするインフラメンテナンス業務、再生

可能エネルギー、海洋資源開発等、関連業務に全社員協力一致のもと取り組んだ結果、当第３四半期累計期間の経

営成績は次のとおりとなりました。

受注高は、堅調に推移し、71億66百万円（前年同四半期比1.7％増）となりました。

売上高は74億28百万円（前年同四半期比10.1％増）、営業利益５億97百万円（前年同四半期比7.1％増）、経常

利益６億63百万円（前年同四半期比9.4％増）、四半期純利益は４億27百万円（前年同四半期比10.6％増）となり

ました。

 

②売上高の季節的変動について

当社は、官公庁・公共企業体をはじめとする公共部門との取引率が高いことから、納期の関係もあり、売上高・

利益ともに第２四半期と第４四半期に集中するという季節変動の傾向があります。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

　資産合計は、前事業年度末に比べ２億11百万円減少し、80億70百万円となりました。その主な増減内訳は、完成

調査未収入金及び契約資産の増加３億42百万円、未成調査支出金の減少６億11百万円等であります。

（負債）

　負債合計は、前事業年度末に比べ６億８百万円減少し、39億86百万円となりました。その主な増減内訳は、短期

借入金の減少２億50百万円、未払費用の減少２億43百万円、賞与引当金の増加１億16百万円等であります。

（純資産）

　純資産合計は、前事業年度末に比べ３億97百万円増加し、40億83百万円となりました。その主な増減内訳は、利

益剰余金の増加３億82百万円、自己株式の減少10百万円等であります。
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(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

　当社の調査コンサルタントとしての業務は、その全てが高度な技術力によって支えられており、その向上と新分

野、新技術の開発は不可欠なものであります。この為当社は、地盤に関連した広範囲な課題に対する最適なソ

リューションを提供することを目的として、国、独立行政法人、大学等の研究機関ならびに民間の研究機関との連

携による共同研究開発を積極的に進めており、研究開発費の執行状況は24,830千円であります。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 3,400,000

計 3,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2022年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年10月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 1,057,980 1,057,980
東京証券取引所

スタンダード市場
単元株式数100株

計 1,057,980 1,057,980 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年６月１日～

2022年８月31日
－ 1,057,980 － 819,965 － 826,345

 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができませんので、直前の基準日（2022年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    2022年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）（注） 普通株式 190,300 214 －

完全議決権株式（その他） 普通株式 862,800 8,628 －

単元未満株式 普通株式 4,880 －
１単元(100株)未満の

株式

発行済株式総数  1,057,980 － －

総株主の議決権  － 8,842 －

（注）「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式数には、「株式給付信託（ＢＢＴ）」の導入に伴い、株式会社日

本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する21,400株（議決権の数214個）が含まれております。なお、当該議決権

の数214個は、議決権不行使となっております。

②【自己株式等】

    2022年８月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

川崎地質株式会社
東京都港区三田二

丁目11番15号
168,900 21,400 190,300 17.99

計 － 168,900 21,400 190,300 17.99

 

（注）他人名義で所有している理由等

保有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（ＢＢＴ）」制度の

信託財産として21,400株保有

株式会社日本カストディ銀行

（信託Ｅ口）
東京都中央区晴海１丁目８番12号

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2022年６月１日から2022年８

月31日まで）及び第３四半期累計期間（2021年12月１日から2022年８月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

みおぎ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、最新の会計基準及び今後改定の予

定されている諸案件について遺漏なく把握できるように努めております。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年11月30日)
当第３四半期会計期間
(2022年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,025,514 974,894

受取手形 11,208 31,226

完成調査未収入金 2,711,972 －

完成調査未収入金及び契約資産 － 3,054,552

未成調査支出金 981,719 370,422

材料貯蔵品 836 955

前払費用 64,747 57,864

その他 4,727 6,614

貸倒引当金 △275 △308

流動資産合計 4,800,450 4,496,221

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 541,626 670,316

機械及び装置（純額） 84,795 179,865

土地 1,505,183 1,505,183

その他（純額） 351,037 248,370

有形固定資産合計 ※１ 2,482,643 ※１ 2,603,737

無形固定資産 111,348 86,475

投資その他の資産   

投資有価証券 451,091 458,630

繰延税金資産 175,370 172,075

その他 263,303 256,007

貸倒引当金 △3,000 △3,000

投資その他の資産合計 886,765 883,713

固定資産合計 3,480,757 3,573,926

資産合計 8,281,208 8,070,147

負債の部   

流動負債   

調査未払金 514,028 598,990

短期借入金 1,450,000 1,200,000

１年内償還予定の社債 100,000 100,000

１年内返済予定の長期借入金 30,000 25,000

未払法人税等 196,096 122,181

賞与引当金 － 116,100

未成調査受入金 337,208 289,417

その他 637,665 336,388

流動負債合計 3,265,000 2,788,078

固定負債   

社債 400,000 337,500

長期借入金 25,000 －

退職給付引当金 558,330 580,117

その他 346,779 281,078

固定負債合計 1,330,110 1,198,696

負債合計 4,595,111 3,986,775
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年11月30日)
当第３四半期会計期間
(2022年８月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,965 819,965

資本剰余金 826,345 826,345

利益剰余金 2,412,431 2,795,134

自己株式 △548,328 △538,001

株主資本合計 3,510,412 3,903,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 175,684 179,929

評価・換算差額等合計 175,684 179,929

純資産合計 3,686,096 4,083,372

負債純資産合計 8,281,208 8,070,147
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　2020年12月１日
　至　2021年８月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2021年12月１日
　至　2022年８月31日)

売上高 6,745,720 7,428,919

売上原価 4,601,854 5,171,933

売上総利益 2,143,866 2,256,986

販売費及び一般管理費 ※１ 1,586,182 ※１ 1,659,507

営業利益 557,683 597,479

営業外収益   

受取利息 316 280

受取配当金 9,538 10,426

受取手数料 9,820 9,598

固定資産賃貸料 47,821 56,495

受取保険金 1,045 5,338

その他 5,550 7,763

営業外収益合計 74,092 89,903

営業外費用   

支払利息 14,032 10,084

リース支払利息 11,824 12,036

社債利息 － 466

その他 0 1,658

営業外費用合計 25,858 24,245

経常利益 605,917 663,136

特別損失   

固定資産除却損 534 0

特別損失合計 534 0

税引前四半期純利益 605,383 663,136

法人税等 219,270 235,980

四半期純利益 386,113 427,156
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、結束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれている金額で収益を認識することとしております。

　これにより、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる業務については工事進行基準を、その他の

業務については工事完成基準を適用しておりましたが、少額又は期間がごく短い業務を除き、履行義務を充足す

るにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響

もありません。

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「完成

調査未収入金」は、第１四半期会計期間より「完成調査未収入金及び契約資産」に含めて表示することといたし

ました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示

方法により組替を行っておりません。

また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第３四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はあ

りません。

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 

EDINET提出書類

川崎地質株式会社(E04987)

四半期報告書

12/19



（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

（1）役員株式給付信託（ＢＢＴ）

　当社は、役員等に対して業績や株価を意識した経営を動機付け、かつ株主との利益意識を共有することを目的

として、「株式給付信託（BBT）」を導入しております。

①取引の概要

　本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、受益者要件を満たした者に対して当社株式を給付

する仕組みです。給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財

産として分別管理するものとします。

②会計処理

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　

2015年３月26日）に準じております。

③信託が保有する自社の株式に関する事項

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当第３四半期会計期間における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、53,535千

円、21,414株であります。

 

（2）従業員株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）

　当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高

め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めること

を目的として、「株式給付信託（J-ESOP）」を導入しております。

①取引の概要

　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社

株式を給付する仕組みです。

　当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、従業員の退職時に累積したポイントに相当する当

社株式を給付します。退職者に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含

め取得し、信託財産として分別管理するものとします。また、信託銀行は制度加入者である当社従業員（信託

管理人）の指図に基づき議決権を行使します。

　本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与すること

が期待されます。

②会計処理

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号2015

年３月26日）第20項を適用し、従来採用していた方法を継続しております。

③信託が保有する自社の株式に関する事項

　ア．信託における帳簿価額は前事業年度162,797千円、当第３四半期会計期間162,797千円であります。信託

が保有する自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しておりません。

　イ．期末株式数は、前事業年度は61,900株、当第３四半期会計期間は61,900株であります。期中平均株式数

は、前第３四半期会計期間は62,180株、当第３四半期会計期間は61,900株であります。期末株式数及び期中平

均株式数は、１株当たり情報の計算上、控除する自己株式数に含めておりません。
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（四半期貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（2021年11月30日）

当第３四半期会計期間
（2022年８月31日）

1,768,240千円 1,790,642千円

 

（四半期損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

 
　前第３四半期累計期間
（自　2020年12月１日

　　至　2021年８月31日）

　当第３四半期累計期間
（自　2021年12月１日

　　至　2022年８月31日）

給料手当 660,803千円 665,598千円

法定福利費 115,412 121,304

旅費交通費 44,855 63,418

賞与引当金繰入額 213,492 188,566

退職給付費用 21,070 22,501

 

　２ 売上高の季節的変動

前第３四半期累計期間（自　2020年12月１日　至　2021年８月31日）及び当第３四半期累計期間　（自　

2021年12月１日　至　2022年８月31日）

　当社は、官公庁・公共企業体をはじめとする公共部門との取引率が高いことから、納期の関係もあり、

売上高・利益ともに第２四半期と第４四半期に集中するという季節変動の傾向があります。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自 2020年12月１日
至 2021年８月31日）

当第３四半期累計期間
（自 2021年12月１日
至 2022年８月31日）

減価償却費 126,446千円 156,463千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2020年12月１日　至　2021年８月31日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年２月25日

定時株主総会
普通株式 22,227 25 2020年11月30日 2021年２月26日 利益剰余金

（注）2021年２月25日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）および株式給

付信託（BBT）制度」が保有する当社株式に対する配当金2,249千円が含まれております。

 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年７月13日

取締役会
普通株式 22,226 25 2021年５月31日 2021年８月６日 利益剰余金

（注）2021年７月13日開催の取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）および株式給付信

託（BBT）制度」が保有する当社株式に対する配当金2,196千円が含まれております。

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2021年12月１日　至　2022年８月31日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年２月25日

定時株主総会
普通株式 22,226 25 2021年11月30日 2022年２月28日 利益剰余金

（注）2022年２月25日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）および株式給

付信託（BBT）制度」が保有する当社株式に対する配当金2,186千円が含まれております。

 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年７月13日

取締役会
普通株式 22,226 25 2022年５月31日 2022年８月５日 利益剰余金

（注）2022年７月13日開催の取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）および株式給付信

託（BBT）制度」が保有する当社株式に対する配当金2,082千円が含まれております。

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2020年12月１日　至　2021年８月31日）

当社は、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行い、これらに

関連する測量、建設計画、設計等の業務および工事を営む単一事業の企業集団であることから、記載を省略

しております。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2021年12月１日　至　2022年８月31日）

当社は、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行い、これらに

関連する測量、建設計画、設計等の業務および工事を営む単一事業の企業集団であることから、記載を省略

しております。

 

（収益認識関係）

　当社の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、次のとおりであります。

当第３四半期累計期間（自　2021年12月１日　至　2022年８月31日）

（単位：千円）

 売上高

　一時点で移転される財またはサービス

　一定の期間にわたり移転される財またはサービス

1,900,357

5,528,562

　顧客との契約から生じる収益 7,428,919

　外部顧客への売上高 7,428,919

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　2020年12月１日
至　2021年８月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2021年12月１日
至　2022年８月31日）

１株当たり四半期純利益 447円58銭 493円26銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 386,113 427,156

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 386,113 427,156

普通株式の期中平均株式数（株） 862,677 865,984

（注）１．「株式給付信託（ＢＢＴ）」制度に残存する当社の株式は、「１株当たり四半期純利益」を算定するための普

通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（前第３四半期累計期間25千

株、当第３四半期累計期間23千株）

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

2022年７月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）第２四半期末配当による配当金の総額…………22,226,250円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………25円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2022年８月５日

（注）　2022年５月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年10月13日

川崎地質株式会社

取締役会　御中

 

みおぎ監査法人

　東京都千代田区

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 新川　　良　　印

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 中村　謙介　　印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている川崎地質株式会

社の2021年12月１日から2022年11月30日までの第72期事業年度の第３四半期会計期間(2022年６月１日から2022年８月31

日まで)及び第３四半期累計期間(2021年12月１日から2022年８月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸

借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、川崎地質株式会社の2022年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸

表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半

期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告
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書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が

ある。

　・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められ

ないかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

川崎地質株式会社(E04987)

四半期報告書

19/19


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第３四半期累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

